
政
令
第
二
百
九
十
八
号

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
十
一
号

ホ
及
び
チ
、
第
四
条
第
三
項
第
三
号
、
第
九
条
第
三
項
、
第
十
三
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
並
び
に
第

二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
中
小
企
業
者
の
範
囲
）

第
一
条

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
一
号
ホ
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
業
種
並
び
に
そ
の
業
種
ご
と
の
資
本
の
額
又
は
出
資
の
総
額
及
び
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
は
、
次

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

資
本
の
額
又
は

常
時
使
用
す
る

業

種

出
資
の
総
額

従
業
員
の
数

一

ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
自
動
車
又
は
航
空
機
用
タ
イ
ヤ
及
び
チ
ュ
ー
ブ
製
造
業

三
億
円

九
百
人

並
び
に
工
業
用
ベ
ル
ト
製
造
業
を
除
く
。
）



二

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
又
は
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業

三
億
円

三
百
人

三

旅
館
業

五
千
万
円

二
百
人

２

法
第
二
条
第
十
一
号
チ
の
政
令
で
定
め
る
組
合
及
び
そ
の
連
合
会
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

事
業
協
同
組
合
及
び
事
業
協
同
小
組
合
並
び
に
協
同
組
合
連
合
会

二

水
産
加
工
業
協
同
組
合
及
び
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

三

商
工
組
合
及
び
商
工
組
合
連
合
会

（
特
定
流
通
業
務
施
設
の
区
分
）

第
二
条

法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

卸
売
市
場

二

倉
庫
（
倉
庫
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
流
通
業
務
施
設
で
あ
っ
て
、
中
小
企
業
者
が
他
の
事
業
者
と
の
連
携
又
は
事
業
の
共
同

化
に
よ
り
実
施
す
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
（
以
下
「
中
小
企
業
共
同
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
」
と
い
う
。
）

の
用
に
供
す
る
も
の



四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
流
通
業
務
施
設

（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
に
係
る
組
合
又
は
そ
の
連
合
会
）

第
三
条

法
第
九
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
組
合
又
は
そ
の
連
合
会
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

事
業
協
同
組
合
若
し
く
は
事
業
協
同
小
組
合
又
は
協
同
組
合
連
合
会

二

農
業
協
同
組
合
又
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会

三

漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

四

水
産
加
工
業
協
同
組
合
又
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

五

商
工
組
合
又
は
商
工
組
合
連
合
会

六

森
林
組
合
又
は
森
林
組
合
連
合
会

（
保
険
料
率
）

法
第
十
三
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
率
は
、
保
証
を
し
た
借
入
れ
の
期
間
（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
令
（
昭

第
四
条

和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
借
入
れ
の
期
間
を
い
う
。
）
一
年
に
つ
き
、
中
小
企
業
信

用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
保
険
に
あ
っ
て
は
〇
・
四
一
パ
ー



セ
ン
ト
（
手
形
割
引
特
殊
保
証
（
同
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
形
割
引
特
殊
保
証
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
（
同
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
場
合
は
、
〇
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
同
法
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
無
担
保
保
険
に
あ
っ

て
は
〇
・
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
特
殊
保
証
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
の
場
合
は
、
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、

同
法
第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
口
保
険
に
あ
っ
て
は
〇
・
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
特
殊
保
証
及
び
当

座
貸
越
し
特
殊
保
証
の
場
合
は
、
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す
る
。

（
主
務
大
臣
）

第
五
条

法
第
三
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
基
本
方
針
の
う
ち
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲

げ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
国
土
交
通
大
臣
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
経
済
産
業
大

臣
と
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
国
土
交
通
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
と
す
る
。

２

法
第
四
条
第
一
項
並
び
に
第
三
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣
と
す
る
。
た
だ
し
、
港
湾
流
通
拠
点
地
区



に
お
い
て
特
定
流
通
業
務
施
設
の
整
備
を
行
う
事
業
を
含
む
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
と
す
る
。

中
小
企
業
共
同
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業

イ
か
ら
ハ
ま
で
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る

一
大
臣

イ

貨
物
流
通
事
業
者

貨
物
の
輸
送
、
保
管
そ
の
他
の
流
通
の
う
ち
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
係
る
も
の
の
事
業
を
行
う

（

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
実
施
す
る
も
の

国
土
交
通
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

者
を

ロ

食
品
生
産
業
者
等
が
実
施
す
る
も
の

経
済
産
業
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣

ハ

貨
物
流
通
事
業
者
及
び
食
品
生
産
業
者
等
以
外
の
者
が
実
施
す
る
も
の

経
済
産
業
大
臣

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業

イ
か
ら
ニ
ま
で
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま

二
で
に
定
め
る
大
臣

イ

貨
物
流
通
事
業
者
が
実
施
す
る
も
の

国
土
交
通
大
臣

ロ

食
品
生
産
業
者
等
が
実
施
す
る
も
の
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

農
林
水
産
大
臣

ハ

食
品
生
産
業
者
等
が
実
施
す
る
も
の
の
う
ち
、
物
資
の
流
通
の
効
率
化
を
図
る
た
め
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
、
設
備



又
は
一
連
の
措
置
（
物
資
の
種
類
を
問
わ
ず
利
用
し
、
又
は
実
施
し
得
る
も
の
に
限
る
。
）
を
導
入
す
る
も
の

経
済

農
林
水
産
大
臣

産
業
大
臣
及
び

経
済
産
業
大
臣

ニ

貨
物
流
通
事
業
者
及
び
食
品
生
産
業
者
等
以
外
の
者
が
実
施
す
る
も
の

３

法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
流
通
業
務
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
大
臣
と
す
る
。

一

卸
売
市
場

農
林
水
産
大
臣

二

倉
庫
（
倉
庫
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）

国
土
交
通
大
臣

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
流
通
業
務
施
設
で
あ
っ
て
、
中
小
企
業
共
同
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
用
に
供
す

る
も
の

経
済
産
業
大
臣

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
流
通
業
務
施
設

国
土
交
通
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
法
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
第
一
項
及
び

第
六
条

法
第

第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
経
済



産
業
大
臣
の
権
限
（
中
小
企
業
共
同
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
属
す
る
事
務
は
、
特
定
流
通

業
務
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
務
に
係
る
主
務

大
臣
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
七
条

法
第
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
主
務

大
臣
の
権
限
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
に
属
す
る
権
限
（
港
湾
流
通
拠
点
地
区
に
お
い
て
特
定
流
通
業
務
施
設
の
整
備
を
行
う

事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
権
限
の
う
ち
国
土
交
通

大
臣
に
属
す
る
権
限
は
、
特
定
流
通
業
務
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
に
委

任
す
る
。

２

法
第
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣

の
権
限
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
に
属
す
る
権
限
（
港
湾
流
通
拠
点
地
区
に
お
い
て
特
定
流
通
業
務
施
設
の
整
備
を
行
う
事
業

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
法
第
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
特
定
流
通
業
務
施
設
の
所
在
地
を



管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

法
第
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十

３
一
条
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
権
限
の
う
ち
経
済
産
業
大
臣
に
属
す
る
権
限
（
中
小
企
業
共
同
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事

す
る
。

業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
特
定
流
通
業
務
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
に
委
任

４

法
第
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
権
限
の
う
ち
農
林
水
産
大
臣
に
属
す
る
権
限
は
、
特
定
流
通
業
務
施
設
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
中
小
企
業
流
通
業
務
効
率
化
促
進
法
施
行
令
の
廃
止
）

第
二
条

中
小
企
業
流
通
業
務
効
率
化
促
進
法
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
三
条

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
ヘ

中
「
八
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
千
六
百
平

(1)

方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ホ

中
「
千
六
百
立
方
メ
ー
ト
ル
」

(1)

を
「
三
千
立
方
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
号
ニ

中
「
三
千
五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
五
千
立

(1)

方
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
五
条
第
二
項
に

規
定
す
る
認
定
総
合
効
率
化
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
流
通
業
務
施
設
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
中
「
流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
流
通
業
務
地

区
又
は
都
市
計
画
法
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
市
街
地
開
発
事
業
が
行
わ
れ
る
土
地
の
」
を
「
道
路
法
第
三
条
第
一
号
に

掲
げ
る
高
速
自
動
車
国
道
及
び
こ
れ
に
類
す
る
道
路
の
周
辺
の
地
域
の
う
ち
物
資
の
流
通
の
拠
点
と
な
る
区
域
と
し
て
国
土

交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
及
び
ハ
」
を
「
か
ら
ニ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ハ

中
「
前
号
ホ
」
を
「
前
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
前
号
ヘ
」
を
「
前
号
ト
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第



六
項
第
二
号
中
「
第
三
項
第
一
号
ハ
」
の
下
に
「
及
び
ニ
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
階
高
及
び
」
を
削
り
、
「
そ
れ
ぞ

れ
四
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
八
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
千
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を

「
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施

行
の
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
倉
庫
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
上
屋
に
対
し

て
課
す
る
平
成
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又

は
増
設
さ
れ
た
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
倉
庫
及
び
同
条
第
六

項
に
規
定
す
る
上
屋
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



ハ

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
十
一
号

に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
が
、
他
の
事
業
者
と
の
連
携
に
よ
り
実
施
し
よ
う
と
す
る
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
流
通

業
務
総
合
効
率
化
事
業
に
つ
い
て
の
計
画
で
あ
っ
て
同
法
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
（
同
法
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
従
っ
て
行
う
当
該
流
通
業
務
総
合

効
率
化
事
業
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の

（
経
済
産
業
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

経
済
産
業
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
関
す
る
事

（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）

務
で
経
済
産
業
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
中
小
企
業
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
百
六
十
二
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
中
小
企
業
者
が
他
の
事
業
者
と

の
連
携
又
は
事
業
の
共
同
化
に
よ
り
実
施
す
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。



（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
二
十
三
号
を
削
り
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
四

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す

（
港
湾
局
及
び
政
策
統
括
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

る
事
務
で
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と

。

除
く
。
）

第
四
十
七
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
で
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
に
関
す
る
こ
と

。

（
港
湾
局
及
び
政
策
統
括
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
百
六
十
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
流
通
拠
点
地
区
に
関
す
る

こ
と
に
限
る
。
）
。

（
中
小
企
業
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）



第
八
条

中
小
企
業
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
中
小
企
業
経
営
支
援
分
科
会
の
項
第
二
号
中
「
、
中
小
企
業
流
通
業
務
効
率
化
促
進
法
（
平
成
四
年

法
律
第
六
十
五
号
）
第
三
条
第
三
項
」
を
削
り
、
「
及
び
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

一
年
法
律
第
十
八
号
）
」
を
「
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）

及
び
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
三
条
第
三
項
」
に
改

め
る
。


